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お 

知 

ら 

せ

2016　5/13 号　

【 

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新 

】

　

受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
６
月
30
日

　

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
（
重
度
心

身
障
害
者
医
療
制
度
）
の
更
新
時
期

に
な
り
ま
し
た
。
次
の
と
お
り
更
新

手
続
き
を
行
い
ま
す
の
で
、
期
間
内

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
更
新
日
時

６
月
１
日（
水
）～
17
日（
金
）

（
土
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

◇
場
所　

町
民
福
祉
課（
③
④
窓
口
）

◇
持
参
す
る
も
の

・
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
・
２
・
３
級

の
人
）、
療
育
手
帳
（
Ａ
判
定
の

人
）、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳（
１
級
の
人
）、
障
害
年
金
証
書

（
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
各
種
手

帳
に
該
当
せ
ず
、
障
害
年
金
１
級

を
受
給
し
て
い
る
人
）

・
健
康
保
険
証

・
印
鑑

◇
そ
の
他　

受
付
当
日
は
福
祉
医
療

費
受
給
者
証
を
お
渡
し
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
所
得
な
ど
の
審

査
の
後
に
、
郵
送
し
ま
す
。

◇
問
合
せ
先　

町
民
福
祉
課  

福
祉
係

　

☎
52
‐
５
８
１
０

【 

井
戸
水
の
無
料
水
質
検
査 

】

　

田
布
施
・
平
生
水
道
企
業
団
で
は
、

水
道
週
間
（
６
月
１
日
～
７
日
）
の

期
間
中
に
井
戸
水
の
無
料
水
質
検
査

を
受
け
付
け
ま
す
。

　

希
望
す
る
人
は
、
ハ
ガ
キ
ま
た
は

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

（
電
話
で
の
申
し
込
み
、
募
集
期
間

以
外
の
申
し
込
み
、
前
回
の
検
査
を

受
け
た
人
は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）。

　

申
し
込
み
は
、
田
布
施
・
平
生
水

道
企
業
団
給
水
区
域
内
（
水
道
の
本

管
が
前
面
道
路
に
布
設
さ
れ
て
い
る

区
域
）
で
、
井
戸
水
を
飲
用
に
使
用

し
て
い
る
人
に
限
り
ま
す
。

◇
募
集
期
間

　

６
月
１
日（
水
）～
７
日（
火
）

　
（
ハ
ガ
キ
の
場
合
は
消
印
有
効
）

◇
必
要
事
項　

郵
便
番
号
、
住
所
、

自
治
会
名
、
氏
名
、
電
話
番
号

※
「
水
質
検
査
を
希
望
」
と
ご
記
入

く
だ
さ
い
。

◇
実
施
件
数　

10
件

※
申
込
件
数
が
多
い
場
合
は
抽
選
と

し
ま
す
。
な
お
、
当
選
し
た
人
の

み
連
絡
し
ま
す
。

◇
検
査
内
容　

一
般
細
菌
、大
腸
菌
、

濁
度
、色
度
、Ｐ
Ｈ
値
、臭
気
、味
、

硝
酸
態
窒
素
お
よ
び
亜
硝
酸
態
窒

素
、
塩
化
物
イ
オ
ン
、
有
機
物
、
鉄

お
よ
び
そ
の
化
合
物
、
カ
ル
シ
ウ

ム
・
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
マ
ン
ガ
ン
お

よ
び
そ
の
化
合
物　

以
上
13
項
目

◇
採
水
方
法

　

企
業
団
の
職
員
に
よ
り
採
水

※
採
水
日
は
、
後
日
連
絡
し
ま
す
。

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

〒
７
４
２
‐
１
５
１
１　

田
布
施
町
大
字
下
田
布
施

３
４
３
０
‐
２

　

田
布
施
・
平
生
水
道
企
業
団

　

☎
52
‐
２
４
０
０

　

℻ 

52
‐
２
５
８
７

以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

【 

有
害
鳥
獣
捕
獲
関
係
事
業 

補
助
金  

】

　

イ
ノ
シ
シ
・
サ
ル
な
ど
に
よ
る
農

作
物
被
害
防
止
対
策
と
し
て
、
防
除

柵
を
設
置
し
た
農
業
者
に
対
し
、
一

定
の
補
助
を
行
い
ま
す
。

◇
対
象
物

・
平
成
28
年
４
月
１
日
以
後
に
購
入

し
た
も
の

・
町
内
の
農
地
に
設
置
す
る
も
の

・
有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
地
へ
の
侵
入

を
防
止
す
る
た
め
に
設
置
す
る
資

材
（
ト
タ
ン
板
・
電
気
柵
・
フ
ェ

ン
ス
な
ど
）

◇
補
助
額

　

事
業
費
の
１
／
３（
消
費
税
含
む
、

１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）・
補

助
額
の
上
限
２
万
円

◇
注
意
点　

申
請
は
、
一
農
家
世
帯

に
つ
き
同
一
年
度
に
１
回
の
み
で

す
。
修
理
や
取
り
替
え
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

◇
申
請
期
限　

８
月
31
日（
水
）

◇
申
請
・
問
合
せ
先

　

経
済
課  

農
林
振
興
係

　

☎
52
‐
５
８
０
５

【 

犬
の
散
歩
は
マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う 

】

　

犬
の
散
歩
に
対
す
る
相
談
が
役
場

に
寄
せ
ら
れ
ま
す
。
よ
り
よ
い
生
活

環
境
の
保
持
の
た
め
マ
ナ
ー
を
守
り

ま
し
ょ
う
。

○
排
泄
物
の
処
理

　

フ
ン
は
持
ち
帰
る
、
お
し
っ
こ
は

水
で
流
す
な
ど
適
切
に
処
理
し
ま

し
ょ
う
。

○
リ
ー
ド
を
つ
け
る

　

飼
い
主
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
必
ず

リ
ー
ド
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

○
抑
止
で
き
る
人
が
散
歩
を
す
る

　

他
の
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
、
犬

を
事
故
に
遭
わ
せ
な
い
た
め
に
、

制
御
で
き
る
人
が
散
歩
を
し
ま

し
ょ
う
。

◇
問
合
せ
先

　

町
民
福
祉
課  

環
境
係

　

☎
52
‐
５
８
１
０
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【 

３
歳
児
健
康
診
査 

】

＊「
広
報
た
ぶ
せ
」の
点
字
版
ま
た
は
音
訳
テ
ー
プ
を
お
届
け
し
ま
す
。
社
会
福
祉
協
議
会（
☎
53
‐
１
１
０
３
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

【 

県
産
木
材
を
利
用
し

家
を
建
て
る
人
の
支
援  

】

　

県
で
は
、
品
質
の
優
れ
た
優
良
県

産
木
材
な
ど
を
利
用
し
耐
震
性
な
ど

の
一
定
基
準
を
満
た
す
住
宅
を
新
築

さ
れ
る
人
に
、
建
築
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
助
成
額　

50
万
円

◇
問
合
せ
先

　

山
口
県
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課

　

☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
３
３
９
５

【 

児
童
手
当
現
況
届 

】

　

６
月
か
ら「
児
童
手
当
現
況
届
」の

受
付
を
開
始
し
ま
す
。
該
当
す
る
人

に
は
、
６
月
上
旬
に
関
係
書
類
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
期
間
内
に
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。「
児
童
手
当
現

況
届
」
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、

児
童
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

現
在
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い

る
人
は
養
育
状
況
や
所
得
状
況
を
確

認
す
る
た
め
、
現
況
届
の
提
出
が
必

要
で
す
。

※
公
務
員
の
人
は
所
属
庁
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
児
童
手
当
の
支
払
い
の
通
知
は
い

た
し
ま
せ
ん
。

◇
受
付
期
間

　

６
月
１
日
（
水
）
～
30
日
（
木
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　
（
土
日
を
除
く
）

◇
場
所　

町
民
福
祉
課
③
窓
口

◇
問
合
せ
先

　

町
民
福
祉
課  

児
童
係

　

☎
52
‐
５
８
１
０

【 

フ
レ
ッ
ツ
光
エ
リ
ア
拡
充
の

一
部
訂
正 

】

　

広
報
た
ぶ
せ
４
月
号
に
お
い
て
、

【 

は
つ
ら
つ
体
操
教
室
（
介
護
予
防
） 

】

　

今
年
度
か
ら
介
護
予
防
教
室
を
開

催（
全
12
回
）し
ま
す
。
運
動
習
慣
を

つ
け
る
こ
と
は
、
筋
力
・
バ
ラ
ン
ス

能
力
を
向
上
さ
せ
要
介
護
状
態
に
な

る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

最
近
ち
ょ
っ
と
ふ
ら
つ
い
て
き
た
、

つ
ま
ず
き
や
す
く
な
っ
た
、
転
倒
が

気
に
な
る
と
い
う
人
は
ぜ
ひ
参
加
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

◇
日
時
お
よ
び
場
所

・
東
田
布
施
公
民
館

　

６
月
21
日
、
７
月
5
日
・
19
日
、

８
月
2
日
・
16
日
・
30
日
、
９
月

13
日
・
27
日
、
10
月
11
日
・
25
日
、

11
月
8
日
・
22
日

（
全
日
程
と
も
火
曜
日
）（
全
12
回
）

　

午
後
1
時
30
分
～
午
後
3
時
30
分

・
麻
里
府
公
民
館

　

６
月
15
日
・
29
日
、
７
月
13
日
・

27
日
、
８
月
10
日
・
24
日
、
９
月

7
日
・
21
日
、
10
月
5
日
・
19
日
、

11
月
2
日
・
16
日

（
全
日
程
と
も
水
曜
日
）（
全
12
回
）

　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

◇
対
象
者（
以
下
の
要
件
を
満
た
す
人
）

①
65
歳
以
上
で
転
倒
が
気
に
な
る
人

※
整
形
外
科
的
治
療
を
実
施
し
て
い

な
い
人
に
限
り
ま
す
。

②
12
回
の
教
室
に
全
て
参
加
で
き
る
人

◇
内
容

　

理
学
療
法
士
に
よ
る
講
話
・
運
動

指
導

◇
講
師

　

理
学
療
法
士
、
町
保
健
師
な
ど

◇
持
参
品

　

上
靴
、
運
動
の
で
き
る
服
装

◇
参
加
料　

無
料

◇
申
込
期
限

　

各
公
民
館
と
も
５
月
27
日（
金
）

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
52
‐
４
９
９
９

※
「
た
ぶ
せ
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
」
の

　

対
象
講
座
で
す
。（
Ｐ
12
参
照
）

田
布
施
町
は
田
布
施
町
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
総
合
戦
略
に
基
づ
き
、
町
内

の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
未
整
備
地
区
の
一

部
に
つ
い
て
西
日
本
電
信
電
話
株
式

会
社（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
）に
事
業
費
の

補
助
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
、
宿
井
・

下
田
布
施
・
麻
郷
の
未
開
通
地
域
で

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
開
始
さ
れ
た
こ

と
を
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

　

そ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
地
域
に
波
野

の
一
部
地
域
も
含
ま
れ
て
い
ま
し

た
。
お
知
ら
せ
が
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
お
詫
び
し
、
訂
正
し
ま
す
。

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本

　

☎
０
１
２
０
‐
１
１
６
‐
１
１
６

◇
日
時　

６
月
２
日
（
木
）

　
（
受
付
：
午
後
１
時
～
午
後
１
時

30
分
）

◇
場
所　

西
田
布
施
公
民
館

◇
対
象
者

　

平
成
24
年
12
月
１
日
か
ら
平
成
25
年

２
月
28
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
幼
児

◇
内
容　

内
科
診
察
・
歯
科
診
察
な
ど

※
該
当
者
に
は
個
人
通
知
し
ま
す
。

◇
問
合
せ
先　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
52
‐
４
９
９
９
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講
習
・
講
座

募
　
集

相
　
談

2016　5/13 号　

【 
い
き
い
き
講
座
（
第
１
回
） 

】

　

今
年
度
も
「
い
き
い
き
講
座
（
認

知
症
講
座
）
全
２
回
」
を
開
講
し
ま

す
。
認
知
症
に
つ
い
て
、
み
ん
な
で

勉
強
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

◇
日
時　

６
月
16
日
（
木
）

　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

◇
場
所　

高
齢
者
い
き
い
き
館

◇
内
容　

認
知
症
の
病
態
・
症
状
・

治
療
に
つ
い
て

　

６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員
法

が
施
行
さ
れ
た
日
で
す
。
町
で
は
、

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
次
の
４

【 

人
権
擁
護
員
へ
の
相
談 

】

以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

【 

赤
十
字
救
急
法
基
礎
講
習
会 

】

　

水
と
親
し
み
、
水
の
事
故
か
ら
人

命
を
守
る
た
め
に
、
泳
ぎ
の
自
己
保

全
と
事
故
防
止
、
お
ぼ
れ
た
人
の
救

助
、
応
急
手
当
の
知
識
と
技
術
に
つ

い
て
、
赤
十
字
水
上
安
全
法
指
導
員

が
講
習
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
最
終

日
に
実
施
す
る
検
定
に
合
格
さ
れ
る

【 

子
ど
も
が
喜
ぶ
お
や
つ
作
り 

】

　

お
子
さ
ん
と
簡
単
に
で
き
る
お
や

つ
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

◇
日
時　

５
月
25
日
（
水
）

　

午
前
10
時
～
正
午

　
（
受
付
：
午
前
９
時
30
分
～
）

◇
場
所　

柳
井
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

◇
講
師　

や
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー　

三
浦
貞
子
氏

◇
定
員　

20
人
程
度

　
（
先
着
順
・
子
ど
も
同
伴
可
）

◇
参
加
費　

３
０
０
円
（
材
料
費
）

◇
申
込
方
法　

電
話
で
申
し
込
む

◇
申
込
期
限　

５
月
20
日
（
金
）

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

や
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

　

セ
ン
タ
ー

　

☎
23
‐
０
６
６
８

◇
講
師　

町
保
健
師
・
地
域
包
括
支

　

援
セ
ン
タ
ー
職
員

◇
参
加
料　

無
料

◇
申
込
期
限　

６
月
９
日
（
木
）

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
52
‐
４
９
９
９

※
「
た
ぶ
せ
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
」
の

対
象
講
座
で
す
。（
Ｐ
12
参
照
）

と
救
急
法
水
上
安
全
法
救
助
員
Ⅰ
認

定
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

◇
日
時

　

６
月
24
日
（
金
）
～
26
日
（
日
）

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

◇
場
所　

山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園

　
（
山
口
県
阿
知
須
５
０
９
‐
50
）

◇
対
象　

満
15
歳
以
上
で
一
定
の
泳

力
を
有
す
る
人　

30
人（
先
着
順
）

※
規
定
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
受
講
料

　

無
料
（
教
材
費
２
２
０
０
円
）

◇
申
込
方
法　

問
合
せ
先
へ
連
絡

◇
申
込
期
限　

６
月
10
日
（
金
）

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

日
本
赤
十
字
社

山
口
県
支
部
事
業
推
進
課

　

☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
０
１
０
２

人
の
人
権
擁
護
委
員
が
、
人
権
に
つ

い
て
の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
（
敬
称
略
）

　

・
清
水
俊
澄　

・
錢
谷
忠
義

　

・
谷　

茂
子　

・
岩
本
宏
司

　

ま
た
、
次
の
日
程
で
特
設
人
権
相

談
所
を
開
設
し
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◇
日
時　

６
月
１
日（
水
）

　

午
前
10
時
～
正
午

◇
場
所　

中
央
公
民
館
１
階
和
室

◇
相
談
内
容　

法
律
、
人
権
、
土
地
、

家
屋
、
金
銭
貸
借
な
ど
あ
ら
ゆ
る

生
活
上
の
心
配
ご
と

◇
相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

◇
問
合
せ
先

　

山
口
地
方
法
務
局
周
南
支
局
総
務
課

　

☎
０
８
３
４
‐
28
‐
０
２
４
４

【 
病
後
児
保
育
室
が
開
設
さ
れ
ま
し
た 

】

　

保
護
者
の
子
育
て
と
就
労
の
両
立
を

支
援
す
る
た
め
、
児
童
が
病
気
の
回
復

期
に
あ
り
、
集
団
保
育
な
ど
が
困
難
な

場
合
に
一
時
的
に
保
育
を
行
う
病
後
児

保
育
室
が
、
柳
井
、
平
生
、
田
布
施
の

委
託
施
設
と
し
て
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

◇
施
設
概
要

　

病
後
児
保
育
室
「
の
び
の
び
」

　
（
平
生
町
大
字
平
生
村
８
２
４
‐
３
）

　

受
託
者　

ふ
じ
わ
ら
医
院

◇
利
用
日
時　

月
～
金
曜
日

　
（
休
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
６
時

◇
利
用
料　

日
額　

２
０
０
０
円

◇
利
用
申
込
み　

利
用
者
登
録
（
無

料
）・
前
日
の
予
約
が
必
要
と
な
る

◇
問
合
せ
先

・
病
後
児
保
育
室
「
の
び
の
び
」

　

☎
26
‐
４
１
４
５

・
町
民
福
祉
課  

児
童
係

　

☎
52
‐
５
８
１
０


